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はじめに

平成３０年８月１０日、群馬県の防災ヘリコプター「はるな」が山岳遭

難の発生に備えた危険箇所の確認等の地形習熟訓練のため、群馬県中之条

、 、町の山中を飛行中に墜落し 搭乗していた９名の尊い命が失われるという

大変痛ましく残念な事故が発生してしまいました。

事故の再発防止のためには、運航管理体制と安全管理体制を全面的に見

直し、改善する必要があるため、平成３０年９月に「群馬県防災航空体制

のあり方検討委員会」が設置され、航空関係の学識経験者、運航受託企業

の関係者、都県のヘリコプター運航団体及び消防機関の関係者に委員を務

めていただくとともに、総務省消防庁、陸上自衛隊、群馬県警察、前橋赤

十字病院、消防機関の職員等にもオブザーバーとして参加していただきま

した。

、 、 、これまでに 本委員会では４回にわたり会議を開催し これまでの運航

安全管理体制の検証と今後の運航、安全管理体制のあり方、防災ヘリ活動

、 。再開に向けた留意点等について検討を行い 本報告書をとりまとめました

防災ヘリ「はるな」は、平成９年に運航を開始して以来２，７００件を

超える緊急運航を行い、２，３００名余りの方の救助・搬送を行ってきた

ところであり、県民の安全と安心を守るために必要不可欠な存在でした。

本報告書で提言されている各種対応策は、防災ヘリの運航再開までの対

応だけではなく、運航再開後の継続的な対応が必要なものも含まれていま

すが、県民の安全と安心を守るために、群馬県には関係機関とも連携して

しっかり取り組んでいただきたいことばかりです。

本報告書が事故の再発防止と、今後の群馬県の防災航空体制の充実強化

につながることを願います。

平成３１年１月

委員長 平本 隆
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第１章 検討の経緯等について

本章では、検討委員会と墜落事故の概要等について取りまとめた。

１ 検討委員会について

（１）設置目的等

「群馬県防災航空体制のあり方検討委員会」は、平成３０年８月１０日に

発生した群馬県防災ヘリコプター「はるな」の墜落事故を受け、防災ヘリの

安全管理体制を全面的に検証するとともに、防災航空体制の再構築を図るこ

とを目的として平成３０年９月に群馬県総務部消防保安課に設置された。

本委員会に参加している各委員・オブザーバーは中立的な立場から議論

を重ね、検証や検討の公平性を確保している。

なお、個人・法人の責任追及や処罰を目的とするものではないことを申し

添える。

（２）検討委員会委員・オブザーバー

委 員 長 平本 隆 帝京大学理工学部航空宇宙工学科 教授

宇宙航空研究開発機構( )次世代航空ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾊﾌﾞ主任研究開発員小林 啓二 JAXA
松永 和昭 本田航空株式会社 ヘリコプター部部長

加藤 秀治 朝日航洋株式会社 安全統括部部長

委 員 山田 勲 埼玉県防災航空隊 防災航空センター所長

鈴木 徳義 岐阜県防災航空隊 航空安全管理監

萱津 雅弘 東京消防庁装備部航空隊 参事兼航空隊長

清水 岳 前橋市消防局 消防局長

神谷 俊一 総務省消防庁 広域応援室長

舘野 智成 陸上自衛隊第１２旅団司令部 航空運用室長

成田 晃一 群馬県警察航空隊 副隊長

前橋赤十字病院高度救命救急センター集中治療科・救急科 副部長町田 浩志

井草 明仁 高崎市等広域消防局 消防局長

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 不破 慶介 桐生市消防本部 消防長

大澤 芳夫 伊勢崎市消防本部 消防長

服部 隆志 太田市消防本部 消防長

深代 光一 利根沼田広域消防本部 消防長

福地 保幸 館林地区消防組合消防本部 消防長

福田 浩明 渋川広域消防本部 消防長

三浦 敏明 多野藤岡広域消防本部 消防長
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佐藤 亘 富岡甘楽広域消防本部 消防長

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 小池 信行 吾妻広域消防本部 消防長

小林 信彦 長野県危機管理部消防課 企画幹

３）開催の概要（

第１回：平成30年10月18日（木） 群馬県庁災害対策本部室

【議事内容】

①検討委員会の概要について

②事故の概要について

③これまでの運航、安全管理体制の検証について

・これまでの運航、安全管理体制

・今回の事故に関連して

第２回：平成30年11月13日（火） 群馬県庁災害対策本部室

【議事内容】

○防災活動に従事するヘリコプターの運用、体制について

①運航・安全管理体制、運航管理担当者

②出動の決定、出動可否の基準、隊の安全確認

③飛行中のヘリへの支援、飛行中止の判断

④運航受託者との関係

⑤隊員の訓練・研修等

⑥安全装備品

第３回：平成30年12月18日（火） 群馬県庁災害対策本部室

【議事内容】

①防災ヘリ活動再開に向けた留意点について

・長野県からの事例紹介

・県内消防本部からの意見

②防災航空体制のあり方検討委員会報告書 骨子について

第４回：平成31年1月16日（水） 群馬県庁災害対策本部室

【議事内容】

○防災航空体制のあり方検討委員会報告書について
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２ 墜落事故の概要等

（１）墜落事故の概要

群馬県防災ヘリコプター「はるな」が、平成 年 月 日（金 「ぐ30 8 10 ）

んま県境稜線トレイル」全線開通に伴う山岳遭難の発生に備えた危険箇

所の確認等の地形習熟訓練中に墜落したもの。墜落現場は群馬県中之条

町の山中（横手山付近 【図１参照】であり、 時 分頃、埼玉県防災） 14 30
ヘリが機体の一部を発見したことにより墜落が確認された。搭乗者は９

名で、全員死亡 （機長１名、整備士１名、防災航空隊員２名、吾妻広域。

消防本部職員５名）

なお、当日の気象状況は、南の風２ （約１ ）で、天気は晴れ後曇kt m/s
り（草津町のアメダスデータ・８時）であった。

当日の運航計画は以下のとおり。

時 刻

９：１５ 群馬ヘリポート離陸

西吾妻福祉病院着陸（吾妻広域消防本部職員５名搭乗）９：３５

西吾妻福祉病院着陸（吾妻広域消防本部職員５名降機）１０：２５

１０：４５ 群馬ヘリポート着陸

【図１】墜落現場位置図
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（２）当日の経緯等

時 刻

８：５３ 国土交通省に飛行計画を通報

９：１３ 防災ヘリ「はるな」が群馬ヘリポートを離陸

防災ヘリ「はるな」が西吾妻福祉病院到着
９：２８

吾妻広域消防本部職員５名搭乗

１０：０１ 動態管理システムの通信データが途絶（渋峠付近）

防災航空隊員が動態管理システムの通信データ途絶を
１０：４０

覚知

防災航空隊から国土交通省に飛行計画で定められた飛
１１：１９

行が完了していないのにもかかわらず到着を通知

１１：４５ 防災航空隊から消防保安課に未帰投である旨を連絡

１１：４８ 県警ヘリ「あかぎ」に捜索出動を要請

１２：５０ 県警ヘリ「あかぎ」離陸

防災航空隊から消防庁に「広域航空消防応援要請書」
１２：５７

送付

埼玉県防災ヘリ、栃木県防災ヘリ出動
１３：２０

（以後、新潟県・東京消防庁防災ヘリ出動）

群馬 第１班出動
１３：３０

DMAT
（前橋赤十字病院。以降、第２班、第３班出動）

１３：４３ 自衛隊に災害派遣要請

１４：２０ 「群馬県防災ヘリコプター遭難事故対策本部」設置

埼玉県防災ヘリが中之条町横手山付近で防災ヘリ「は
１４：３０

るな」の機体の一部発見



- 6 -

（参考）群馬県防災航空隊の体制等

〇 群馬県防災航空隊

・運航管理体制

危機管理監 １名（総括管理者 県職員）

消防保安課長 １名（運航管理責任者 県職員）

防災航空隊係長 １名（運航管理責任者補佐 県職員）

（ ）防災航空隊長 １名 運航指揮者 消防本部から派遣 ※

副隊長 ２名（消防本部から派遣 ※）

隊員 ６名（同上 ※）

操縦士 ２名（東邦航空（株）社員）

整備士 ３名（同上）

運航管理担当者 １名（同上）

※消防本部からの派遣者９名の身分は県職員に併任

・危機管理監、消防保安課長は本庁に勤務し、防災航空隊係長以下は群

馬ヘリポート内に勤務

・運航管理業務は委託（委託先：東邦航空（株 ）により実施）

〇 機体

・使用機種：ベル４１２ＥＰ

・運航開始：平成９年５月～（２１年３ヵ月）

・総運航時間： 時間（平成３０年４月現在）7,203
・定 員：１５名

・全幅・全長：２．８ｍ×１７．１ｍ

・最大重量： ｋｇ5,398
・事故前直近の点検：７月２３日（２５時間点検）異状なし

・フライトレコーダー、ボイスレコーダー搭載なし（搭載義務なし）

○ 群馬県下の救助・救急ヘリ等の体制

・県警ヘリ １機（群馬県）

・ドクターヘリ １機（前橋赤十字病院）

・相互応援協定に基づく近県防災ヘリ

（福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、新潟県、山梨県、長野県）

・警察法「援助の要求」に基づく隣接県警ヘリ

・ドクターヘリ広域連携（栃木県、埼玉県）
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第２章 これまでの運航、安全管理体制の検証

本章では、これまでの群馬県の運航管理体制、安全管理体制等を検証し、

本委員会で挙げられた今後、群馬県が取り入れるべき運用や良好な取組み事

例を取りまとめた。

１ 運航管理及び安全管理に関する体制

➣群馬県の現状

防災ヘリの安全かつ効果的な運用を図ることを目的として 「群馬県防災、

ヘリコプター運航管理要綱」及び「群馬県防災航空隊安全管理規程」を定

め、運航管理及び安全管理のための責任者と責務を明記し、運航管理責任

者及び安全管理責任者を県庁に配置し、防災航空隊基地には運航管理責任

者補佐及び安全管理者の防災航空隊係長１名を配置していた 【図２参照】。

【図２】群馬県防災航空隊の運航管理・安全管理体制

○検証

・本庁担当課から独立した「防災航空センター」を基地に置き、センタ

ー所長を運航管理責任者に位置づけている例がある。

・運航管理責任者とは別に基地に常駐する安全管理責任者を置き、運航

の安全についての助言・指導を行い、安全な運航を確保するなどの成

果を上げている例がある。

県
庁

防
災
航
空
隊
基
地

隊員（８名）
機長（２名） 整備士（３名） 運航管理担当者（１名）

【(株)東邦航空社員】

危機管理監：総括管理者、総括安全管理責任者

消防保安課長：運航管理責任者、安全管理責任者

防災航空隊係長（１名）：運航管理責任者補佐、安全管理者

防災航空隊長（１名）：運航指揮者、安全主任者

←出動決定権者

①緊急運航時
出動時に隊から連絡

②通常運航時
事前にまとめて承諾
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２ 出動の決定、飛行可否の判断

➣群馬県の現状

防災航空隊基地において機長、運航管理担当者、防災航空隊長らが

気象の状況などを確認し飛行の可否を判断していた。

なお、気象の確認については、運航受託事業者から派遣されている

運航管理担当者が、基地からの離陸に必要な気象条件（視程 ｍ以1,500
上、風速毎秒 ｍ以下）に適合しているか確認するほか、ウェザーニ17
ュース社の運航支援サービスやライブカメラにより、目的地付近の天

候を確認していた。

また、緊急運航においては、防災航空隊からの電話連絡を受けて、

出動決定権者である本庁担当課長が出動を決定していたが、実態は隊

の判断をそのまま認めていた。訓練などの通常運航では、月間訓練計

画書により翌月分を一括して承認しており、運航の都度の決定は行っ

ていなかった。

➣事故当日の気象情報の確認及び判断の状況について

基地では、８時時点で下記のとおりの気象情報を得ており、この情報

によれば離着陸に必要な気象条件(視程 ｍ以上、風速毎秒 ｍ以1,500 17
下)を満たしていた。また、西吾妻付近の天候についても吾妻広域消防

本部から「良好」との情報を得ていた。

□基地（群馬ヘリポート）で得ていた８時時点の気象情報

・草津町のアメダスデータ

降水量 、風向南、風速 、気温 ℃、日照 分／時、0 2kt 25 58
天気：晴れ後曇り

・関東地方における合成レーダーエコー図

草津方面に降雨域の存在を示すエコーなし

・相馬原飛行場の定時飛行場実況気象情報（ＭＥＴＡＲ）

南南東の風 、視程 ㎞以上、 ～ の雲が 、4kt 10 1 2/8 3,000ft
27 1,004hPa気温 ℃、気圧

・国土交通省利根砂防事務所ライブカメラ映像

（設置場所：草津町 本白根山方向）

稜線付近に若干の雲は確認されたが、晴れ間がある状態

※限られた狭い範囲しか確認できないため雲量までは推測できな

かった。

・西吾妻付近の天候
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訓練担当の隊員が吾妻広域消防本部職員に電話で確認し、西吾妻

付近の天気は「良好」と回答を受けていた。

・その他

県内全域に雷注意報が発令されていたが、天候の崩れは昼過ぎか

らの予報であった。

これらの気象などの運航に必要な情報について訓練担当の隊員、運

航管理担当者及び機長とで検討した後に運航指揮者である隊長に報告

し、最終的に隊長が飛行可能と判断した上で、８時３０分からのブリ

ーフィングで、気象情報及び運航の内容等について防災航空隊内の全

員で情報共有した。

また、吾妻広域消防本部職員が搭乗した西吾妻福祉病院のヘリポー

ト付近の９時２５分時点の天候は、雲は出ていたが晴れ間のある状態だ

った。

□西吾妻福祉病院ヘリポートの９時２５分時点の気象情報

・吾妻広域消防本部長野原分署の職員からの情報

吾妻広域消防本部職員５名が搭乗する西吾妻福祉病院のヘリポー

トで、防災ヘリの着陸の誘導を行っていた吾妻広域消防本部の職員

からの情報によれば、雲が出ていたが晴れ間のある天候であった。

なお、基地においては、運航管理担当者が飛行中の１０時時点の気象

情報を確認していたが、天候に大きな変化などは認められなかったこと

から、ヘリへの連絡はしていなかった。

□基地（群馬ヘリポート）で得ていた１０時時点の気象情報

・草津町のアメダスデータ

降水量 、風向南、風速 、気温 ℃、日照 分／時、0 2kt 24.6 24
天気：曇り後晴れ

・相馬原飛行場の定時飛行場実況気象情報（ＭＥＴＡＲ）

南南西の風 、視程 ㎞以上、 ～ の雲が 、2kt 10 1 2/8 6,000ft
28 1,004hPa気温 ℃、気圧
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○検証

・事故の当日、出発前には、気象情報や国土交通省ライブカメラの映像

を確認しているが、当時の気象情報に基づけば、飛行可能とされた判

断は適切だったと認められる。

・出動に際して、センター所長の出動判断をチェックするための「出動

確認書」を作成し、本庁の課長が確認の上、最終の決定を行っている

例がある。

・飛行先の山小屋等と連絡体制を築き、目的地付近の気象状況を把握し

ている例がある。

・気象条件以外にも、機体の重量や活動可能時間、地上隊の活動状況や

県警との調整状況などもチェックリストに基づいて確認している例が

ある。

・出動内容に応じて、どのような危険があるか、それを防ぐためにはど

うしたらよいかなどを事前に隊全体で確認する「危険見積もり」を行

っている例がある。

３ 飛行中

（１）飛行中のヘリへの支援

➣群馬県の現状

整備士が副操縦席に搭乗し機長を補助していた。また、飛行中の死角

部分の見張りに関する要領を策定し、運航中は搭乗している防災航空隊

員が機外を監視していた。

基地においては、離陸後も継続して目的地の気象情報等を確認してい

た。なお、平成 年 月に配備された「動態管理システム」により基地29 4
でもヘリの動静を把握することとしていたが、同システムの端末が気象

確認用の端末等と離れた場所にあり、運航受託事業者社員及び隊員の目

が届きにくい環境にあった。

＜飛行中の死角部分の見張りに関する要領（運航の手引きから抜粋）＞

搭乗隊員は、飛行中周囲をよく監視し、他の飛行機等を発見した場合

は速やかに機長に報告すること （略）報告要領としては 「機首を１２。 、

時とし時計方向に○○時、又は右（左）前方（側方）の高（同・低）高

度に航空機発見」の要領で示すこと。

＜動態管理システムについて＞

・衛星通信を利用してデータ通信を行い、地上端末においてリアルタイ
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ムでヘリの位置情報等を把握するほか、機上端末との間でメッセージ

20 3,600の送受信などが行えるシステム。データ通信の間隔は、 秒～

秒で設定可能。

【群馬県の運用状況】

・ヘリ運航時は常時起動し、基地のモニターに軌跡を表示

・データ通信の間隔は最短間隔である 秒に設定20
・メッセージ送受信機能を活用し、無線と併用してヘリとの連絡手

段として使用

・常時監視や定時監視を義務づける明確な定めはなかった

○検証

・ダブルパイロット制（２人操縦士体制）を導入し、副操縦士が機長の

負担軽減やチェックの多重化を図っている例がある。

・ダブルパイロット制の導入に当たっては、航空業界における操縦士不

足という状況を考慮する必要がある。

・基地における支援としては、ヘリから基地に３０分ごとに定時連絡さ

せ、必要に応じて助言を行っている例がある。

・動態管理システムを大画面に表示してモニターしたり、動態管理シス

。テムのメール機能を利用してヘリとの定時連絡を行っている例がある

（２）飛行中止の判断

➣群馬県の現状

運航中に機長が危険と判断した場合には隊長に相談し、隊長が飛行中

止の判断をしていた。

○検証

・基地で気象を確認し、天候の急変が予想される場合は、ヘリに帰投を

指示している例がある。

・搭乗員のうち一人でも危険と判断した場合は、その意見を尊重し、飛

行を中止することができるなど、より安全に配慮した運用を行ってい

る例がある。

４ 飛行計画等航空法令に基づく手続き

➣群馬県の現状

ヘリが飛行する際には国土交通省に飛行計画を通報しなければならない

が、この飛行計画の通報において、途中経路上の離着陸場所の省略が常態
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化しており、事故当日においても、西吾妻福祉病院における離着陸を省略

して通報していた。

また、事故当日、ヘリが群馬ヘリポートに帰着していないのにもかかわ

らず、国土交通省へ到着の通知を行っていた。

さらに、事故当日、航空法に基づく航空日誌の搭載や航空従事者の技能

証明書及び航空身体検査証明書のほか、電波法に基づく無線従事者の免許

証の携帯が行われていなかった。

＜航空法＞

第５９条 航空機（国土交通省令で定める航空機を除く ）には、左に掲。

げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはなら

ない （略）。

一 航空機登録証明書

二 耐空証明書

三 航空日誌

四 その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類

第６７条 航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携

帯しなければならない。

２ 航空従事者は、航空機に乗り組んでその航空業務を行う場合に

は、技能証明書の外、航空身体検査証明書を携帯しなければな

らない。

第９７条

２ 航空機は、前項の場合を除き、飛行しようとするとき（国土交

通省令で定める場合を除く ）は、国土交通省令で定めるとこ。

ろにより国土交通大臣に飛行計画を通報しなければならない。

（略）

第９８条 前条の規定により、飛行計画の承認を受け、又は飛行計画を通

報した航空機の機長は、当該航空機が飛行計画で定めた飛行を

終つたときは、遅滞なく国土交通大臣にその旨を通知しなけれ

ばならない。

＜電波法施行規則＞

第３８条

１０ 無線従事者は、その業務に従事しているときは、免許証(法第

三十九条又は法第五十条の規定により船舶局無線従事者証明を

要することとされた者については、免許証及び船舶局無線従事
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者証明書)を携帯していなければならない。

○検証

・途中経路上の離着陸場所を飛行計画に記入しなかったのは、運航受託

事業者社員の「エンジンを停止しない場合は記入不要」との誤認が主

な理由と認められる。

・事故当日、飛行計画で定めた飛行が完了していないにもかかわらず、

国土交通省へ到着の通知を行ったのは、運航受託事業者社員が航空燃

料の残量に余裕があること、及び搭載していた航空機救命無線機が遭

難信号を発している旨の連絡が、東京航空事務所内の救難調整本部か

らなかったことから、ヘリは無事であり、何らかの理由により現地で

の作業時間が延びているだけであると考えたことによる。

・飛行計画で定めた飛行が完了していないにもかかわらず、国土交通省

へ到着の通知を行ったことについては、自分の都合の悪い情報を過小

評価する心理、いわゆる「正常性バイアス」が働いた可能性がある。

・事故の当日、航空法及び電波法に基づく書類の搭載及び携帯が行われ

ないまま運航していたのは、運航受託事業者社員の注意不足によるも

のと考えられる。

・運航管理業務は専門性が高いことから、委託者である県が日々の運航

管理業務を積極的に確認していなかったことは、やむを得ない面もあ

る。しかし、法令違反が相次いで判明したことを踏まえると、県は運

航管理業務の細部を積極的に確認する必要があったと言える。

５ 訓練・研修等

➣群馬県の現状

４月から新たに派遣される隊員への研修を２月に開始し、救助技術の

継承に努めているほか、年間を通じて自隊訓練及び各消防本部との合同

訓練を実施していた。

ヒヤリハット事例についてはデブリーフィング時に隊内で共有してい

た。

また、操縦士の技能管理については、運航受託事業者が行っていた。

○検証

・操縦士の技能の維持・向上、地形習熟のための慣熟訓練を定期的に行

っている例がある。

・人間の特性を理解し、事故防止につなげることを目的としたＨＦ（ヒ
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） 、 、ューマンファクター 訓練 操縦士の技量や判断だけに頼ることなく

隊員や基地の運航管理担当者など全員がコミュニケーションを取り、

相互に理解してチームとしての意思決定ができるスキル等を習得する

ためのＣＲＭ（クルーリソースマネジメント）訓練を定期的に実施し

ている例がある。

６ 安全装備品

➣群馬県の現状

防災ヘリ「はるな」には自動操縦装置（３軸 、衛星航法装置、気象用）

レーダー、動態管理システム等が搭載されていた。その一方でフライト

レコーダー・ボイスレコーダーは、機体重量が７トン以下のため法令で

義務付けられておらず、搭載されていなかった。

○検証

・最新の機種では、高度と速度を同時に設定でき、かつオートホバリン

グにも対応した自動操縦装置（４軸）や、航空機同士の衝突を防止す

る航空機衝突警報装置、地表面への衝突を防止する対地接近警報装置

を搭載している例がある。

・総務省消防庁が設置した「消防防災ヘリコプターの安全性向上・充実

強化に関する検討会」が平成３０年３月に取りまとめた報告書では、

、 、フライトレコーダー・ボイスレコーダーは 事故の原因究明の迅速化

長期的な航空安全への貢献といった観点から、機体更新時に合わせて

搭載する必要があるとしている。

７ 緊急時の初動対応の状況

（１）ヘリとのデータ通信途絶の覚知の状況

➣事故当日の状況

動態管理システムのデータ通信が途絶してから覚知するまでに３９分

の時間を要した。

○検証

・ヘリとの定時連絡や動態管理システムの常時監視及び定時監視など、

飛行中のヘリの動態を把握するルールがなく、事故の当日は基地を離

陸後、ヘリと基地との間で無線の交信などは行われていなかった。

（２）データ通信途絶覚知後の対応の状況

➣事故当日の状況
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動態管理システムのデータ途絶覚知後、搭乗隊員や吾妻広域消防本部

等への連絡、確認を試みるなどの作業に手間取り、本庁担当課への連絡

に６５分の時間を要した。また、ヘリが基地に帰着しておらず、飛行計

画で定めた飛行が完了していないにもかかわらず、国土交通省へ到着の

通知が行われていた。

○検証

・ヘリは無事であるとの思い込みから、本庁担当課への報告を後回しに

したり、到着の通知を行ってしまった。

・ヘリが帰着予定時刻（１０：４５）を３０分過ぎても帰着しない場合

など、遭難・事故が予想される場合には、県は救難調整本部及び関係

各所に連絡をする必要があった。

・飛行計画で定めた飛行が完了していないにもかかわらず、国土交通省

へ到着の通知を行ったのは、運航受託事業者社員が航空燃料の残量に

余裕があること、及び搭載していた航空機救命無線機が遭難信号を発

している旨の連絡が、東京航空事務所内の救難調整本部からなかった

ことから、ヘリは無事であり、何らかの理由により現地での作業時間

が延びているだけであると考えたことによる。

・国土交通省は飛行計画の通報が正しく行われていれば、４７分早く捜

索救難活動が開始できた可能性があったとしている。
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第３章 今後の運航、安全管理体制の構築に向けた提言

本章では、第２章の検証を踏まえて、群馬県に対する本委員会からの提言

をまとめた。

１ 運航管理及び安全管理に関する体制

防災ヘリは、その高速性と機動力により、地上から接近困難な場所に消

防力を投入し救助等を可能とする一方で、飛行中に異常事態が発生すれば

重大な事故につながるおそれがある。そのため、防災ヘリの出動について

は適切に判断する必要がある。

出動に関して適切な判断を行うためには、基地に運航管理責任者（出動

決定権者）を配置するとともに、専門知識を有した安全管理部門の責任者

を配置することにより、隊員に対する安全に関しての指導・助言や、出動

に際しての「操縦士や隊員の技量に応じた危険見積もり」を行い、不安が

ある場合にはストップをかけるなど、安全管理体制の強化を図る必要があ

る。

２ 出動、飛行可否の判断

（１）出動の決定

隊長及び機長がチェックシートを活用して気象状況、機体の重量や

活動可能時間、地上隊の活動状況、他機関との調整状況等の情報を出

動決定権者に伝えるなど、出動決定権者が出動決定を行うまでのプロ

セスを確認できる仕組みを構築する必要がある。

また、出動決定権者が適切な判断を下せるようにするために、出動

決定権者への着任後教育を実施する必要がある。他県では、機長等が

中心となって着任後教育の研修資料を作成し、それを基に教育すると

ともに、ヘリの特性を理解させるために、できるだけ早くヘリに搭乗

させるなどの例があり参考とすべきである。

（２）出動可否の基準

気象の確認については、ウエザーニュース社の運航支援サービスや

目的地付近のライブカメラ映像のほかに、山小屋等と連絡体制を構築

するなど、気象情報の入手先を追加する必要がある。

また、出動可否の基準について、気象条件以外にも地上隊や他機関

のヘリの活動状況、機体の状況などの情報をチェックシートに記載す

るなど、機長・隊長及び出動決定権者が適切な判断を下せる仕組みを
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構築する必要がある。

なお、出動可否の判断に当たっては、操縦士と隊員の技量や精神状

態、地形、機体性能などの、あらゆる要素を考慮すべきである。

（３）隊の安全確認

出動前のブリーフィング時に、出動内容によって考えられる危険要

因を具体化し、対策を隊内で共有する「操縦士や隊員の技量に応じた

危険見積もり」を実施するなどの安全対策を充実させる必要がある。

また、急激に気温や気圧が変化する可能性のある防災航空活動にお

いては、操縦士や隊員の体調管理が重要なことから、健康管理チェッ

クシートを作成して隊員一人ひとりの体調を確認する必要がある。

３ 飛行中

（１）飛行中のヘリへの支援

①機長の負担軽減

防災ヘリの活動は、主に高高度で行われ、山岳部でのホバリング状

態での救助活動等、操縦かんを握る機長の負担は非常に重い。機長に

不測の事態が発生した時の備えや計器類の操作補助により機長の負担

を軽減するとともに、同じ操縦士の目線で飛行中の周囲監視を行うこ

とで安全管理上大きな効果が見込めることから、ダブルパイロット制

を採用し操縦の安全性を高める必要がある。

一方で、航空業界全体の大きな課題でもある操縦士不足により、十

分な技量を持った操縦士の確保が難しい状況にはあるが、安全性確保

の観点からも、ダブルパイロット制の導入に向けて積極的に検討を行

うべきである。

②基地からの後方支援

防災ヘリは有視界飛行により運航しており、目の前の気象状況は確

認できるが、気象の悪化などの予測は難しいことから、基地からヘリ

への雨雲の動きなどの気象情報の提供は有効である。

そのため、動態管理システムの常時監視やヘリと基地との定時連絡

のルールを定めることにより、基地及び県庁でヘリの動態を常時把握

し、支援を行う仕組みを構築するほか、無線不通時の定時連絡に当た

っては、動態管理システムのメール機能や衛星携帯電話を活用するこ

とも必要である。

さらに、動態管理システムの地上端末については、気象確認用端末
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の近くに配置したり、画像を大画面に表示させるなどして、目に触れ

やすくする必要がある。

（２）飛行中止の判断

基地で行っている気象の確認において、気象の悪化が予想される場

合には基地から飛行中のヘリへ帰投を指示するべきである。

また、機長と隊長の判断のみに委ねず、副操縦士や搭乗隊員が機長

と隊長の判断をサポートする仕組みを構築する必要がある。

さらに、出動した隊員は人命救助を最優先に考えてしまいがちであ

るが、救助活動は隊員の安全が最優先であり、命懸けの活動はあって

はならない。命懸けの活動が行われることがないように、現場の判断

を合理的に止めるのが管理者の役割であり、そのために活動中止の基

準を規則などに明文化しておく必要がある。

４ 運航受託者との関係

委託している運航管理業務の内容は専門的であり、本県では運航受託事

業者から派遣された専門知識を持った社員が行うのが通例となっていた。

しかし、今回の事故後に確認したところ、日々の業務の法令遵守がおろそ

かだったことは否めない。

運航受託事業者においては、今回の事故を受けて、法令遵守等の徹底を

求める社内通達や研修の実施、運航する全ての航空機の飛行計画の進捗を

把握するシステムの導入など、再発防止策に取り組んでいるところである

が、県としても、法令遵守や安全運航の確保の観点から、委託業務の遂行

状況をしっかりと確認できるように、基地に配置している県職員への専門

知識の研修等を実施すべきである。

また、新たに総括責任者である危機管理監が主宰する「安全運航会議

（仮 」を毎月開催し、委託業務の遂行状況の報告を受けるなど、適切な業）

務が行われているかを確認する仕組みを構築する必要がある。

５ 訓練・研修等

（１）通常時の訓練

隊員の訓練については、安全運航管理責任者の監修により模擬施設

訓練や実機訓練等の訓練計画を作成し、計画に沿った訓練を十分に実

施する必要がある。特に、操縦士に対しては、群馬県特有の山岳地帯

の地形や気象の習熟訓練を計画的に実施する必要がある。

また、人間の特性を理解し、事故防止につなげることを目的とした
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ＨＦ訓練を隊員全員に対して実施する必要がある。

さらに、操縦士の技量や判断だけに頼るのではなく、隊員や基地の

運航管理担当者など全員がコミュニケーションを取り、相互に理解し

てチームとしての意思決定ができるスキル等を習得するためのＣＲＭ

訓練を隊員全員に対して実施する必要がある。

なお、従前から実施していた、４月から新たに派遣される隊員への

研修や年間を通じての自隊訓練及び各消防本部との合同訓練も継続し

て実施すべきである。

（２）緊急時の訓練

ヘリとの通信途絶時などの危機対応の手順を定め、定期的に見直す

とともに、万が一に備えた初動対応について、最悪の事態を想定した

図上訓練等を実施する必要がある。

６ 安全装備品

安全装備品は、事故の未然防止と運航状況の検証等に役立つことから、

搭載することに伴う重量の増加を考慮しつつ、運航の専門家の意見も参考

にし、下記の装備品を可能な限り搭載する必要がある。

＜自動操縦装置（４軸）＞

速度、高度、機体の傾き等を自動で制御し、さらにオートホバリング

機能を追加することで、任意の位置・高度において自動でホバリングが

可能になるなど、機長の操縦負担軽減に有効

＜航空機衝突警報装置・対地接近警報装置＞

予期せぬヘリへの障害物等接近時に警報を鳴らすことで、視界不良時

等における人間の目での安全確認を補い、他の航空機や地表面との衝突

防止に有効

＜フライトレコーダー・ボイスレコーダー＞

速度・高度・方位等の飛行に関するデータや音声を記録することによ

り、事故が起きた際の原因究明の迅速化を図るとともに、帰投後のデブ

リーフィング等において飛行軌跡等の運航データを確認することで、操

縦士の技能向上や慎重な運航の意識付けが期待できる。
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第４章 防災ヘリ活動再開に向けた留意点

本章では、防災ヘリの活動再開の手順や継続的な安全対策の必要性、操縦

士の確保、他機関との連携、さらには今後の原因究明調査結果を踏まえた追

加的な対応等の留意点をまとめた。

１ 安全性を考慮した再開手順

安全運航管理責任者の監修により、運航再開に向けた模擬施設訓練や実

機訓練等の訓練計画を作成し、計画に沿った訓練を十分に実施する必要が

ある。なお、訓練の再開に当たっては、事故当時の隊員及び運航再開に携

わる全ての隊員のメンタルケアも含めて、現場の隊員や防災航空隊経験者

の声を十分聴く必要がある。

また、安全運航が確認された後に、難度の低いものから段階的に活動範

囲を拡大（消火活動→救急活動→救助活動）する必要がある。なお、活動

範囲の拡大時には、訓練時間だけでなく、個々の隊員の技能の到達状況を

チェックシートを用いて確認するなど、操縦士と隊員の技量を見極める必

要がある。

２ 継続的な安全対策の改善

（１）ＰＤＣＡサイクルの構築

新たに実施することとした安全対策を一過性でなく継続的な取組みと

、 、 （ ）、するためには チェック体制の構築が重要であり 帰投後の確認 毎回

「安全運航会議（仮 （月 回）を実施するほか、他機関との事例検証）」 1
等を通じ改善点を規程等に反映させるなど、ＰＤＣＡサイクル（※）を

構築する必要がある。

、 「 」なお 県ではこれまで県及び消防本部で構成される 運航連絡協議会

を年 回開催していたが、今後は専門家等の第三者も加え、活動報告や1
事例検証等を行うことにより運航の安全管理状況等の確認を行う必要が

ある。

また、ヘリに搭載する安全装備品についても 「搭載して終わり」では、

なく、更新や改修などに対応するための費用も計画的に検討しておく必

要がある。

※ＰＤＣＡサイクル

Ｐｌａｎ（計画）→ Ｄｏ（実行）→ Ｃｈｅｃｋ（評価）→ Ａｃｔｉｏｎ（改

善）の４段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する手法
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（２）防災ヘリの重要性と任務の困難性の再認識

防災ヘリは、その高速性と機動力により、地上からは対応困難な場所

においても消防力の投入を可能とさせるなど、県民の安全安心に大きく

貢献している。一方で、消防本部からの要請を受けて実施する防災ヘリ

の主な活動は高高度で行われることが多く、地上での活動と比較して常

に一定の危険を伴うものである。

このような防災ヘリの活動の継続的な安全運航体制を確保するには、

県職員を始め市町村、消防本部、さらには県民が防災航空隊に関心を持

ち続けることが大切である。常に関心を持つことで、関係者が運航状況

・安全管理体制について確認できるだけでなく、外部の目を意識するこ

、 。 、 、とで 隊員の安全管理意識の向上も期待できる 例えば 他県では毎朝

危機管理部の幹部にその日のヘリの活動内容について一斉メールを送っ

たり、県庁の危機管理部の職員が訓練に参加しヘリに搭乗するなど、関

心を持たせる取り組みを行っているので、こうした事例も参考にすべき

である。

３ 操縦士の確保

航空業界全体における慢性的な操縦士不足という状況の中で、操縦士を

確保するために、他県では、ヘリの機種の変更に合わせて、運航受託事業

者の操縦士と整備士が資格を取得できるよう県が費用を負担したり、納入

された機体を活用して操縦士の養成を支援するなど、委託業務の中で訓練

、 。時間を確保し 運航受託事業者と連携して操縦士を養成している例がある

また、郷土への愛着と誇りを持って活動できるようにするため、県内消

防本部から操縦士候補者を県職員として採用し、県で操縦士資格を取得さ

せた例もあるので、こうした自主運航としての取組みも十分に参考にすべ

きである。

４ 他機関との連携

本県においては、防災航空隊、群馬県警察航空隊、ドクターヘリ、自衛

隊等との間で良好な関係を築き、相互に連携して活動を行ってきたところ

であるが、今後も定期的に会議等を開催するなど、安全運航に係る各種情

報の共有に努める必要がある。

、 、 、また 防災ヘリの運航再開時には 上記関係機関との連携をより強化し

可能な限り任務内容、飛行ルート、気象情報などの共有に今まで以上に努

、 、 、め 任務や方面が同一の事案に出動する場合には 相互に調整を図るなど

危機管理意識の向上と安全確実な任務遂行に努める必要がある。
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５ 今後の原因究明調査結果を踏まえた追加的な対応

平成２９年３月に長野県で発生した消防防災ヘリ墜落事故を受けて同県

が設置した「消防防災航空体制のあり方検討会」では、事故原因の特定に

限界があることから、幅広くリスクを洗い出して安全対策の検討を行って

いたが、その後、運輸安全委員会の事故調査報告書の公表を受けて、健康

管理体制の強化などの更なる安全対策を追加している。

群馬県においても同様に、本委員会で検討された内容に加え、今後、公

表される事故調査報告書の内容により、新たに講じるべき安全対策が発生

することも考えられることから、本報告書の提言を踏まえた対応にとどめ

ることなく、安全対策の継続的な改善を行っていくということが重要であ

る。
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おわりに

群馬県の防災ヘリコプターが墜落し、９名の尊い命が失われるというあっ

てはならない事故が発生したことを受けて、本委員会は設置された。全４回

にわたる会議で議論を行い、群馬県におけるこれまでの防災航空体制の検証

と今後の安全対策のあり方、運航再開時の留意点について検討し、以上のと

おり報告をまとめたところである。

組織体制や諸規程の見直しなどの運航・安全管理体制の強化をはじめ、隊

員等の技能向上等の訓練等を実施するほか、搭載可能な安全装備品を装備し

た新機体の導入、防災ヘリに相応しい技量を有する操縦士の確保など、本提

言を基に、悲惨な事故を二度と繰り返さないという強い決意のもと、運航再

開に向けた安全な運航管理体制の実現に取り組んでいただきたい。

また、安全対策を一過性に終わらせることなく、運航再開後においても常

に安全な運航管理体制の実現に取り組むことが重要である。
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防災航空体制のあり方検討委員会設置要綱

（目的）

第１条 平成３０年８月１０日に発生した群馬県防災ヘリコプター「はるな」の墜落

事故を受け、防災ヘリの安全管理体制を全面的に検証するとともに、今後の防災航

空体制の再構築を図ることを目的として 「防災航空体制のあり方検討委員会 （以、 」

下「検討委員会」という ）を設置する。。

（所掌事務）

第２条 検討委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

（１）安全管理体制の検証に関すること

（２）更なる安全運航対策の検討に関すること

（３）防災ヘリの活動再開へ向けた検討に関すること

（４）その他検討委員会が必要と認める事項

（検討委員会の構成）

第３条 検討委員会は、群馬県危機管理監が委嘱する委員をもって構成する。

２ 検討委員会に委員長を置く。委員長は、委員の互選によってこれを定める。

３ 委員長は、検討委員会を代表し、会務を統括する。

４ 委員長に事故があるときは、委員長が指名した委員がその職務を代理する。

５ 委員長は、必要に応じて委員以外の者をオブザーバーとして検討委員会に参加さ

せ、意見を求めることができる。

（任期）

第４条 委員の任期は委嘱の日から平成３１年３月３１日までとする。

（事務局）

第５条 検討委員会の事務局は、群馬県総務部消防保安課に置く。

（雑則）

第６条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が定める。

附 則

この要綱は、平成３０年９月２０日から施行する。

資料１
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群馬県防災ヘリコプター運航管理要綱 
 
第１章 総 則 
 

（目的） 
第１条 この要綱は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３０条に規定する航空消防隊の業務

及び航空消防隊（以下、本県における航空消防隊を「群馬県防災航空隊」という。）がその業務を遂

行するために使用する回転翼航空機（以下「防災ヘリ」という。）の運航管理について必要な事項を

定め、防災ヘリの安全かつ効果的な運用を図ることを目的とする。 
 
（他の法令との関係） 
第２条 防災ヘリの運航管理については、航空法（昭和２７年法律第２３１号、以下「法」という。）

に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。 
 
（用語の定義） 
第３条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
（１）消防防災業務  防災ヘリを使用して行う第１４条第１項第１号から第４号及び第６号の一部に

規定する活動に関する業務をいう。 
（２）防災ヘリ等  防災ヘリ、防災ヘリ用装備品、消防防災業務用装備品、その他防災ヘリに必要

な資機材をいう。 
（３）防災航空隊員  防災ヘリに搭乗し、直接消防防災業務に従事する消防保安課職員、操縦士及び

整備士並びに防災ヘリの運航管理に係る業務に従事する者をいう。 
（４）運 航 計 画  防災ヘリを効率的に運航するため、消防防災業務、訓練等について定める飛行

計画をいう。 
（５）自 隊 訓 練  防災航空隊員の基本技術及び応用技術の習得を図るため行う防災航空隊独自の

訓練をいう。 
 
第２章 運航体制 

 
（運航基地） 
第４条 防災ヘリの運航基地は、群馬へリポートに置く。 
 
（総括管理者） 
第５条 防災ヘリの運航に関する総括管理は、危機管理監（以下「総括管理者」という。）が行う。 
 
（運航管理責任者） 
第６条 防災ヘリの運航管理に関する事務は、消防保安課長（以下「運航管理責任者」という。）が掌



 - 2 -

理する。 
２ 運航管理責任者は、防災ヘリの運航管理に関する事務を整理し運航管理を補佐させるため、運航基

地に必要な職員を常駐させることができる。 
 
（防災航空隊の設置） 
第７条 消防保安課に群馬県防災航空隊（以下「防災航空隊」という。）を編成する。 
２ 防災航空隊は、防災ヘリに搭乗し直接消防防災業務に従事する。 
３ 防災航空隊に、隊長、副隊長及び隊員を置き、運航管理責任者が指名する。 
 
（隊長の任務） 
第８条 隊長は、副隊長及び隊員を指揮監督して消防防災業務に万全を期さなければならない。 
 
（副隊長の任務） 
第９条 副隊長は、隊長を補佐し隊員を指揮監督して消防防災業務に万全を期さなければならない。 
２ 隊長が不在のときは、その職務を代行する。 
 
（隊員の任務） 
第１０条 隊員は、隊長の指揮に従い防災ヘリの性能と災害等の状況に即応した消防防災業務に努めな

ければならない。 
２ 隊員は、業務の遂行に当たっては十分安全確認するとともに関係法令等を遵守し、所期の目的を達

成するように努めなければならない。 
 
（防災ヘリに搭乗する者の指定） 
第１１条 隊長は防災ヘリの運航に際しては、あらかじめ搭乗する者を指定するとともに、運航目的、

任務等を明示して当該運航の任務体制を明確にしなければならない。 
 
（運航指揮者の選任） 
第１２条 運航指揮者は、隊長をもって充てる。ただし、隊長が防災ヘリに搭乗しないときは、副隊長

がその職務を代行する。 
 
（運航指揮者の責務） 
第１３条 運航指揮者は、防災ヘリに搭乗中は法第７３条の規定により機長が行うこととされている業

務を除き、隊員を指揮監督して運航の目的を適切に遂行するよう努めなければならない。 
 
第３章 運航管理 

 
（運航基準） 
第１４条 防災ヘリは、次の各号に掲げる活動で、その特性を十分活用することができ、かつ、その必

要性が認められる場合に運航するものとする。 
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（１）消防組織法第１条に規定する任務に関し、群馬県内の市町村長及び消防長の要請があった場合の

支援のための活動。 
（２）消防組織法第４４条に規定する緊急消防援助隊及び広域航空消防応援の要請があった場合の応援

のための活動。 
（３）災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第２号に規定する防災のための活動。 
（４）臓器の移植に関する法律（平成９年法律第１０４号）第６条の規定により摘出された臓器の搬送

で公益社団法人日本臓器移植ネットワーク等より要請があった場合の活動。 
（５）前４号の活動を達成するための訓練の活動。 
（６）その他運航管理責任者が必要と認めた活動。 
２ 防災ヘリの運航は、原則として午前８時３０分から午後５時１５分までとする。ただし、次条第１

項の緊急運航及び緊急運航を前提とした訓練のための運航は、この限りではない。 
３ 第１項第１号に掲げる活動は、群馬県防災航空隊支援協定に定めるところによる。 
 
（緊急運航） 
第１５条 緊急運航とは、前条第１項第１号から第４号及び第６号の一部に規定する活動のための運航

をいう。 
２ 緊急運航は、次条に規定する運航計画に基づく運航（以下「通常運航」）に優先する。 
３ 運航指揮者は、防災ヘリの通常運航中に緊急運航を要する事態が生じた場合には、直ちに緊急運航

に移行する旨を指示しなければならない。 
４ 緊急運航に関して必要な事項は、別に定める。 
 
（運航計画） 
第１６条 防災ヘリの運航は、あらかじめ運航計画を定めて行うものとする。 
２ 運航計画は、防災ヘリコプター年間運航計画（様式第１号）及び防災ヘリコプター月間運航計画（様

式第２号）とし、それぞれ隊長が定め、運航管理責任者の承諾を得るものとする。 
 
（行政使用） 
第１７条 防災ヘリは、緊急運航及び合同訓練等に支障がない範囲で、一般行政にも使用できるものと

する。 
 
（防災ヘリの使用申請） 
第１８条 防災ヘリを行政使用しようとする者は、防災ヘリコプター使用申請書（様式第３号）により

使用する予定日の３０日前までに、運航管理責任者に申請しなければならない。 
２ 市町村、消防本部等が行う合同訓練等の使用に関しての必要な事項は別に定める。 
 
（防災ヘリの使用承認） 
第１９条 運航管理責任者は、前条第１項の申請があったときは、その使用目的、使用内容等を審査の

うえ、適当と認めるときは承認するものとする。 
２ 運航管理責任者は、前項の規定により承認した場合は防災ヘリコプター使用承認書（様式第４号）
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を交付するものとする。 
 
（情報連絡及び報告） 
第２０条 運航指揮者は、防災ヘリの搭乗中に得た重要な情報等について、運航管理責任者に報告しな

ければならない。 
２ 運航指揮者は、防災ヘリに搭乗し業務を終了したときは、運航状況等について飛行報告書（様式第

５号）を作成し、運航管理責任者に報告しなければならない。 
 
（飛行場外離着陸場等） 
第２１条 運航管理責任者は、市町村、消防機関及びその他関係機関と協議し、消防防災業務を円滑に

遂行するため、法第７９条但し書きの規定に基づく飛行場外離着陸場及び法第８１条の２に基づく緊

急時における離着陸場を確保しなければならない。 
２ 隊長は、前項の飛行場外離着陸場等を調査し、常にその実態の把握に努めるものとする。 
 
（相互応援） 
第２２条 総括管理者は、防災ヘリの整備点検中又は大規模災害時の消防防災業務に対処するため、ヘ

リコプターを保有する近隣県、消防機関等との航空消防防災に関する相互応援体制の確立に努めるも

のとする。 
 
第４章 安全管理 

 
（運航上の安全管理） 
第２３条 総括管理者は、航空関係法令及び国土交通大臣の定める防災ヘリの運用限界等指定書を踏ま

え、消防防災業務の適正な執行体制及び航空事故防止対策を確立し、安全管理の適正を期さなければ

ならない。 
 
（防災ヘリ等の安全管理） 
第２４条 運航管理責任者は、法第２３条及び第２５条に規定する技能証明書を有する者の確認を受け

なければ、防災ヘリを航空の用に供してはならない。 
２ 隊長は、防災ヘリ等及び格納施設を適正に管理し、常に防災ヘリ等の性能を最大限発揮できる状態

にしておかなければならない。 
 
第５章 教育訓練 

 
（隊員等の教育訓練） 
第２５条 運航管理責任者は、防災航空隊員の教育訓練を実施するために必要な訓練体制並びに施設､

設備及び教材の整備を図り、防災航空隊員の養成及び資質の向上に努めなければならない。 
２ 隊長は、消防防災業務を効率的に遂行するため、市町村、消防機関及びその他関係機関と連携の上、

必要な訓練を実施しなければならない。
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（自隊訓練） 
第２６条 隊長は、前条第２項のほか計画的に自隊訓練を実施しなければならない。 
 
第６章 事故防止対策 

 
（捜索及び救難体制の確立） 
第２７条 総括管理者は、航空事故が発生するおそれ若しくは発生した疑いのある場合、又は航空事故

が発生した場合の捜索救難等の初動体制及びその後の処理に関する体制を確立しておかなければなら

ない。 
 
（航空事故発生時の措置） 
第２８条 運航指揮者は、防災ヘリに搭乗中、防災ヘリの故障、気象の急変等により航空事故が発生す

るおそれがある場合又は発生した場合は、人命及び財産に対する危険の防止に最善の手段を尽くすな

ど万全の措置を講じ、その状況を運航管理責任者及び最寄りの航空局空港事務所に直ちに報告しなけ

ればならない。 
２ 運航管理責任者は前項の報告を受け又は前項に関する情報を入手した場合は、前条の規定により、

直ちに所要の捜索救難活動を開始するとともに、その旨を総括管理者に報告しなければならない。 
 
（事故報告） 
第２９条 総括管理者は、法第７６条第１項に規定する事故が生じた場合には、国土交通大臣に報告し

なければならない。 
２ 総括管理者は、前項に規定する事故が発生した場合は、直ちに原因、損害等について調査し、その

結果を知事に報告しなければならない。 
 
第７章 雑 則 

 
（記録及び保存） 
第３０条 運航管理責任者は、航空関係法令に基づく記録のほか、必要な記録簿を備え、消防防災業務

に関する記録を整理しなければならない。 
 
（その他） 
第３１条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 
 
附 則 
 この要綱は、平成９年１月１日から施行する。 
附 則 
 この要綱は、平成１０年２月２３日から施行する。 
附 則 
 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 
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附 則 
 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 
附 則 
 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 



 

様式第１号（第１６条関係） 

   防災ヘリコプター年間運航計画（ 年度分）  

項目 
 
月 

自隊訓練 
（緊急運航） 

他団体との 
合同訓練 

危険箇所及び 
離着陸場調査 

隊員教育訓練 一般行政使用 
試験飛行 
その他 

小 計 
（時 間） 

 
整 備 

（運休日数） 
備 考 

４           

５           

６           

７           

８           

９           

１０           

１１           

１２           

１           

２           

３           

計           
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様式第２号（第１６条関係） 

防災ヘリコプター月間運航計画（   年  月分） 

日 曜 飛行区分 内     容 場所（県内・県外） 飛行時間 ／ 累 計 機体等整備計画 備  考 
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様式第３号（第１８条関係） 

防災ヘリコプター使用申請書 

年  月  日 
 

運航管理責任者 

   消 防 保 安 課 長  様  

 

                    申請者             印 

                                       （担当者：     電話：        ） 

 

 群馬県防災ヘリコプター運航管理要綱第１８条の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 使 用 日 時 年  月    日（  ）     時  分～  時  分 

２ 使 用 目 的 
 

３ 使 用 内 容 
 

４ 飛 行 経 路 
 

５ 離 着 陸 場 所  

６ 搭 乗 者 所 属 職 氏   名 年 齢 性 別 備  考 

      

      

      

      

      

（注）使用に係る事業計画等を添付すること。 
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様式第４号（第１９条関係） 

                                                         消保 第   －  号 

                                                    年  月  日 

 

           様 

 

                                    運 航 管 理 責 任 者          

総務部消防保安課長       印 

 

防災ヘリコプター使用承認書 

 

   

     年  月  日付けで申請のあった防災ヘリコプターの使用については、群馬県防災ヘリコ

プターの一般行政使用に関する取扱基準に基づき審査をしたところ、適当と認められるので、群馬県防

災ヘリコプター運航管理要綱第１９条に基づき下記により承認します。 

 

 

記 

 

 

１ 使用日時        年  月  日（ ）    時  分～  時  分 

         

 

 

２ 使用目的  
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様式第５号（第２０条関係） 
 
 

飛  行  報  告  書 

 
 
運航管理責任者 

   消 防 保 安 課 長  様 

                                 報告者    運航指揮者                  印 

年 月 日  

任   務  

飛 行 経 路  

機 長 名  整 備 士 名  

運航指揮者  

出 動 隊 員  

飛 行 時 間 
出 発 時 間    時   分 実飛行時間    時間   分 

到 着 時 間    時   分 使 用 燃 料 ㍑   

搭乗者及び 

搭 載 物 資 

搭   乗   者 搭 載 物 資 

氏   名 飛行時間 品   名 個数 重量 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

参 考 事 項 
 

 現地での燃料補給 ㍑ 

 



群馬県防災航空隊安全管理規程 

 

目次 

第１章 目       的 （第１条） 

第２章 安 全 管 理 体 制 （第２条から５条） 

第３章 安全に関する活動等 （第６条から８条） 

第４章 事故調査及び報告 （第９条から１０条） 

 

 第１章 目的 

 

（目的） 

第１条 この規程は、群馬県防災ヘリコプター運航管理要綱（以下「要綱」という。）第２３条及び第

２４条の規定に基づき、群馬県防災航空隊における消防防災活動及び訓練等の安全管理に関し必要

な事項を定め、安全管理の徹底による事故防止及び被害の軽減を図り、安全な消防防災業務等の推進

に寄与することを目的とする。 

 

第２章 安全管理体制 

 

 （安全管理体制） 

 第２条 前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる責任者等を置き、安全管理体制については別表

のとおりとする。 

  (1) 総括安全管理責任者は、危機管理監（総括管理者）とする。 

  (2) 安全管理責任者は、消防保安課長（運航管理責任者）とする。 

  (3) 安全管理者は、防災航空隊係長（運航管理責任者補佐）とする。 

(4) 安全主任者は、防災航空隊隊長及び副隊長（運航指揮者）とする。 

 

 （総括安全管理責任者等の責務） 

 第３条 総括安全管理責任者は、消防防災業務の適正な執行体制及び航空事故防止対策を確立し、安全

管理の適正を期さなければならない。 

２ 安全管理責任者は、消防防災業務及び防災航空隊の安全管理に関する責任者として、公務災害の防

止及び軽減を図り、安全の維持向上に努めなければならない。 

 ３ 安全管理者は、消防防災業務、訓練及び訓練施設等の安全管理業務を総括するとともに、安全主任

者の監督指揮に努めなければならない。 

 ４ 安全主任者は、消防防災業務及び訓練の安全推進者として、安全管理上の処置が確保できるよう職

務を遂行しなければならない。 

５ 防災航空隊隊員は、常に安全に関して自己管理に努めるとともに安全管理者及び安全主任者の指

示に従い、事故防止に努めなければならない。 

 

（駐機訓練時における安全管理） 

第４条 安全管理者は、安全主任者に月１回、訓練施設等を点検させる。 

２ 安全主任者は、点検した後、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに安全管理者を経て安

全管理責任者に報告しなければならない。 
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３ 安全管理責任者は、前項の報告を受けた場合は、速やかに安全確保に必要な処置を講じなければな

らない。 

４ 防災航空隊隊員は、訓練の実施前及び終了後には必ず使用した訓練施設及び資器材の点検又は整

備を実施し、異常が認められた場合は、直ちに安全主任者に報告しなければならない。 

 

（訓練飛行及び出動時における安全管理） 

第５条 安全管理者は、訓練飛行及び出動に際し機内仕様を変更した場合（通常は救助仕様）は安全主

任者に点検をさせる。 

２ 安全主任者は、点検した後、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに隊員及び整備士に改

善させ出動できる体制をとる。 

３ 安全主任者は、前号の改善が図れないときは、直ちに安全管理者を経て安全管理責任者に報告しな

ければならない。 

４ 防災航空隊員は、出動後には必ず使用した機内及び資器材等の点検又は整備を実施し、異常が認め

られた場合は、直ちに安全主任者に報告しなければならない。 

 

第３章 安全に関する活動等 

 

（毎日点検） 

第６条 安全主任者は、装備品等の点検を毎日行い、その安全を確認する。 

 

（安全点検の日） 

第７条 安全管理の徹底による事故防止及び被害の軽減を図り、もって安全運航の推進に資するため、

「安全点検の日」を設ける。 

２ 「安全点検の日」は、毎月１日とし、前第４条に掲げる訓練施設等の点検を行う。 

３ 安全管理ミーティングを行い、次の各号に掲げる事項を協議する。 

(1) 消防防災活動・訓練及び訓練施設等に関する安全管理と危険防止対策に関すること。 

(2) 発生した事故の原因調査及び再発防止に関すること。 

(3) 資器材及び訓練施設等の定期点検に関すること。 

４ 各種訓練の調整進捗状況等の確認をし、隊全体で共有する。 

 

第４章 事故調査及び報告 

 

（事故調査） 

第８条 安全管理者は、要綱第２８条に定める航空事故以外の事故が発生した場合には、速やかにその

実態を調査して原因を究明し、再発防止に努めるものとする。 

 

 （事故報告） 

 第９条 安全管理者は、前条に定める事故が発生した場合には、直ちに安全管理責任者を経て、総括安

全管理責任者に報告するものとする。 

 

附則 

 この規程は、平成３０年６月１日から施行する。 
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別表（第２条関係）

　　指　示 報告

指　示 報告

監督・指導 報告

指導 報告

（防災航空隊係長）

安　全　主　任　者

（防災航空隊隊長・副隊長）

隊　員

安　全　管　理　体　制

総括安全管理責任者

（危機管理監）

安全管理責任者

（消防保安課長）

安　全　管　理　者

- 3 -


